
1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

1 茅野市豊平 7642-2 194 い 2 山林 297 その他広 78
公告日より

7日後
6年

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 1

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

茅野市長　今井  敦 長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）

備考

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

1 茅野市豊平 7642-2 194 い 2 山林 297 その他広 78 ㊞

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

長野県茅野市塚原二丁目6番1号



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

194 い 5 その他広 83

194 い 6 その他広 77

194 い 7 その他広 85

194 い 4 その他広 70

194 い 25 アカマツ 52

194 い 24 アカマツ 49

3 茅野市玉川 1731-1 194 い 25 山林 14 アカマツ 52
公告日より

7日後
6年

4 茅野市玉川 1732-1 194 い 44ロ 山林 890 カラマツ 64
公告日より

7日後
6年

5 茅野市玉川 1732-2 194 い 44ロ 畑 1274 カラマツ 64
公告日より

7日後
6年

6 茅野市玉川 1732-3 194 い 44ロ 山林 92 カラマツ 64
公告日より

7日後
6年

194 い 53ロ アカマツ 68

194 い 54 カラマツ 80

茅野市長　今井  敦 長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称） （住所又は所在地）

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 2

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

茅野市玉川 1734-1 山林 1566
公告日より

7日後
6年

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。

2 茅野市玉川 1730-2 山林 56
公告日より

7日後
6年

7

備考

1 茅野市玉川 1702 原野 3104
公告日より

7日後
6年

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

194 い 5 その他広 83

194 い 6 その他広 77

194 い 7 その他広 85

194 い 4 その他広 70

194 い 25 アカマツ 52

194 い 24 アカマツ 49

3 茅野市玉川 1731-1 194 い 25 山林 14 アカマツ 52 ㊞

4 茅野市玉川 1732-1 194 い 44ロ 山林 890 カラマツ 64 ㊞

5 茅野市玉川 1732-2 194 い 44ロ 畑 1274 カラマツ 64 ㊞

6 茅野市玉川 1732-3 194 い 44ロ 山林 92 カラマツ 64 ㊞

194 い 53ロ アカマツ 68

194 い 54 カラマツ 80

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

㊞

2 茅野市玉川 1730-2 山林 56

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

1 茅野市玉川 1702 原野 3104

㊞

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

7 茅野市玉川 1734-1 山林 1566

㊞



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

7 茅野市玉川 1734-1 194 い 52 山林 1566 アカマツ 51
公告日より

7日後
6年

194 い ５３ロ アカマツ 68

194 い ５３ハ アカマツ 68

194 い 56 カラマツ 67

194 い 54 カラマツ 80

9 茅野市玉川 1732-4 194 い 45ハ 畑 4759 カラマツ 58
公告日より

7日後
6年

10

11

12

13

14

15

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 2

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

茅野市長　今井  敦 長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）

公告日より
7日後

6年

備考

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。

8 茅野市玉川 1735-1 山林 1443



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

7 茅野市玉川 1734-1 194 い 52 山林 1566 アカマツ 51 ㊞

194 い ５３ロ アカマツ 68

194 い ５３ハ アカマツ 68

194 い 56 カラマツ 67

194 い 54 カラマツ 80

9 茅野市玉川 1732-4 194 い 45ハ 畑 4759 カラマツ 58 ㊞

10

11

12

13

14

15

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

8 茅野市玉川 1735-1 山林 1443

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

㊞



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

1 茅野市玉川 1415 194 い 46ロ 山林 429 アカマツ 71
公告日より

7日後
6年

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 3

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

茅野市長　今井  敦

備考

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称） （住所又は所在地）



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

1 茅野市玉川 1415 194 い 46ロ 山林 429 アカマツ 71 ㊞

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

長野県茅野市塚原二丁目6番1号



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

1 茅野市玉川 1416 194 い ４６ロ 畑 1064 アカマツ 71
公告日より

7日後
6年

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 4

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

備考

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法

茅野市長　今井  敦 長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称） （住所又は所在地）



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

1 茅野市玉川 1416 194 い ４６ロ 畑 1064 アカマツ 71 ㊞

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

長野県茅野市塚原二丁目6番1号



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

1 茅野市玉川 1412-2 194 い 46ロ 山林 462 アカマツ 71
公告日より

7日後
6年

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 5

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法

茅野市長　今井  敦 長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称） （住所又は所在地）

備考

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

1 茅野市玉川 1412-2 194 い 46ロ 山林 462 アカマツ 71 ㊞

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

長野県茅野市塚原二丁目6番1号



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

194 い 21 アカマツ 57

194 い 30 アカマツ 57

194 い 19 その他広 65

2

3

4

5

6

7

8

9

10

茅野市長　今井  敦 長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称） （住所又は所在地）

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 6

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。

備考

1 茅野市玉川 1723-1 山林 680
公告日より

7日後
6年

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

194 い 21 アカマツ 57

194 い 30 アカマツ 57

194 い 19 その他広 65

2

3

4

5

6

7

8

9

10

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

㊞1 茅野市玉川 1723-1 山林 680

長野県茅野市塚原二丁目6番1号



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

194 い ４５ロ カラマツ 5

194 い ４６ロ アカマツ 5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

（所在地）

茅野市長　今井  敦 長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称） （住所又は所在地）

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 7

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称）

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。

備考

1 茅野市玉川 1417-2 畑 717
公告日より

7日後
6年

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

194 い ４５ロ カラマツ 5

194 い ４６ロ アカマツ 5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

㊞1 茅野市玉川 1417-2 畑 717



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

194 い １イ カラマツ 69

194 い 6 その他広 77

2 茅野市豊平 7650 194 い １イ 原野 79 カラマツ 69
公告日より

7日後
6年

3 茅野市豊平 7652-1 194 い ９イ 原野 1095 その他広 77
公告日より

7日後
6年

4 茅野市豊平 7652-4 189 い ２イ 原野 166 カラマツ 72
公告日より

7日後
6年

5 茅野市豊平 7653-6 194 い １イ 山林 535 カラマツ 69
公告日より

7日後
6年

6 茅野市豊平 7653-10 189 い ２イ 原野 306 カラマツ 72
公告日より

7日後
6年

7

8

9

10

11

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称）

経 営 管 理 権 集 積 計 画

6年

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。1 茅野市豊平 7649 山林 631

公告日より
7日後

（住所又は所在地）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法

備考

整理
番号

集22194 9

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

茅野市長　今井  敦



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

194 い １イ カラマツ 69

194 い 6 その他広 77

2 茅野市豊平 7650 194 い １イ 原野 79 カラマツ 69 ㊞

3 茅野市豊平 7652-1 194 い ９イ 原野 1095 その他広 77 ㊞

4 茅野市豊平 7652-4 189 い ２イ 原野 166 カラマツ 72 ㊞

5 茅野市豊平 7653-6 194 い １イ 山林 535 カラマツ 69 ㊞

6 茅野市豊平 7653-10 189 い ２イ 原野 306 カラマツ 72 ㊞

7

8

9

10

11

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

㊞1 茅野市豊平 7649 山林 631



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

194 い ９ロ その他広 77

194 い ９イ その他広 77

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称）

経 営 管 理 権 集 積 計 画

6年

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。1 茅野市玉川 1703-1 原野 900

公告日より
7日後

（住所又は所在地）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法

備考

整理
番号

集22194 11

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

茅野市長　今井  敦



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

194 い ９ロ その他広 77

194 い ９イ その他広 77

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

㊞1 茅野市玉川 1703-1 原野 900



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

194 い 2 その他広 78

194 い 4 その他広 70

194 い 5 その他広 83

194 い 66 その他広 73

2

3

4

5

6

7

8

9

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称）

経 営 管 理 権 集 積 計 画

6年

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。

1 茅野市玉川 1701 山林 89
公告日より

7日後

（住所又は所在地）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法

備考

整理
番号

集22194 12

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

茅野市長　今井  敦



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

194 い 2 その他広 78

194 い 4 その他広 70

194 い 5 その他広 83

194 い 66 その他広 73

2

3

4

5

6

7

8

9

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

㊞1 茅野市玉川 1701 山林 89

長野県茅野市塚原二丁目6番1号



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

194 い 46ロ アカマツ 71

194 い 56 カラマツ 67

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

茅野市長　今井  敦 長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称） （住所又は所在地）

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 13

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。

備考

1 茅野市玉川 1412-1 畑 449
公告日より

7日後
6年

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

194 い 46ロ アカマツ 71

194 い 56 カラマツ 67

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

㊞1 茅野市玉川 1412-1 畑 449



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

1 茅野市玉川 1718-1 194 い 18 山林 56 その他広 73
公告日より

7日後
6年

194 い 30 その他広 65

194 い 19 その他広 65

194 い 18 その他広 73

3

4

5

6

7

8

9

10

茅野市長　今井  敦 長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称）

経 営 管 理 権 集 積 計 画

6年

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。

2 茅野市玉川 1719-5 山林 330
公告日より

7日後

（住所又は所在地）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法

備考

整理
番号

集22194 15

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

1 茅野市玉川 1718-1 194 い 18 山林 56 その他広 73 ㊞

194 い 30 その他広 65

194 い 19 その他広 65

194 い 18 その他広 73

3

4

5

6

7

8

9

10

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

㊞2 茅野市玉川 1719-5 山林 330

長野県茅野市塚原二丁目6番1号



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

194 い 54 カラマツ 80

194 い 55 アカマツ 67

194 い 52 アカマツ 51

2

3

4

5

6

7

8

9

10

茅野市長　今井  敦 長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称） （住所又は所在地）

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 16

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。

備考

1 茅野市玉川 1403-1 山林 988
公告日より

7日後
6年

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

194 い 54 カラマツ 80

194 い 55 アカマツ 67

194 い 52 アカマツ 51

2

3

4

5

6

7

8

9

10

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

㊞1 茅野市玉川 1403-1 山林 988



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

194 い 24 アカマツ 49

194 い 25 アカマツ 52

2 茅野市玉川 1731-7 194 い 25 山林 288 アカマツ 52
公告日より

7日後
6年

194 い 25 アカマツ 52

194 い ４４ロ カラマツ 64

4

5

6

7

8

9

10

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 17

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称）

備考

1 茅野市玉川 1730-1 山林 207
公告日より

7日後
6年

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法

（所在地）

茅野市長　今井  敦 長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称） （住所又は所在地）

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。

3 茅野市玉川 1732-5 山林 130
公告日より

7日後
6年



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

194 い 24 アカマツ 49

194 い 25 アカマツ 52

2 茅野市玉川 1731-7 194 い 25 山林 288 アカマツ 52 ㊞

194 い 25 アカマツ 52

194 い ４４ロ カラマツ 64

4

5

6

7

8

9

10

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

3 茅野市玉川 1732-5 山林 130

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

1 茅野市玉川 1730-1 山林 207

㊞

㊞

長野県茅野市塚原二丁目6番1号



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

194 い 56 カラマツ 67

194 い ４６ロ アカマツ 71

194 い ５３ハ アカマツ 68

194 い 54 カラマツ 80

194 い 55 アカマツ 67

2

3

4

5

6

7

8

茅野市長　今井  敦 長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称） （住所又は所在地）

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 18

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。

備考

1 茅野市玉川 1411 山林 902
公告日より

7日後
6年

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

194 い 56 カラマツ 67

194 い ４６ロ アカマツ 71

194 い ５３ハ アカマツ 68

194 い 54 カラマツ 80

194 い 55 アカマツ 67

2

3

4

5

6

7

8

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

㊞1 茅野市玉川 1411 山林 902



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

1 茅野市豊平 7646 189 い 1 山林 2393 カラマツ 60
公告日より

7日後
6年

189 い 1 カラマツ 60

194 い 6 その他広 77

189 い 1 カラマツ 60

194 い 6 その他広 77

4 茅野市豊平 7651-1 194 い 6 山林 528 その他広 77
公告日より

7日後
6年

5 茅野市豊平 7641-1 189 い 1 山林 593 カラマツ 60
公告日より

7日後
6年

6

7

8

9

10

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 20

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

茅野市長　今井  敦

備考

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。

2 茅野市豊平 7647 山林 376

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称） （住所又は所在地）

公告日より
7日後

6年

3 茅野市豊平 7648 山林 621
公告日より

7日後
6年



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

1 茅野市豊平 7646 189 い 1 山林 2393 カラマツ 60 ㊞

189 い 1 カラマツ 60

194 い 6 その他広 77

189 い 1 カラマツ 60

194 い 6 その他広 77

4 茅野市豊平 7651-1 194 い 6 山林 528 その他広 77 ㊞

5 茅野市豊平 7641-1 189 い 1 山林 593 カラマツ 60 ㊞

6

7

8

9

10

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

3 茅野市豊平 7648 山林 621

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

2 茅野市豊平 7647 山林 376

㊞

㊞

長野県茅野市塚原二丁目6番1号



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

189 い 1 カラマツ 60

194 い 6 その他広 77

194 い 7 その他広 85

194 い ９ロ その他広 77

194 い ９イ その他広 77

2

3

4

5

6

7

8

茅野市長　今井  敦 長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称） （住所又は所在地）

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 21

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。

備考

1 茅野市豊平 7643 山林 793
公告日より

7日後
6年

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

189 い 1 カラマツ 60

194 い 6 その他広 77

194 い 7 その他広 85

194 い ９ロ その他広 77

194 い ９イ その他広 77

2

3

4

5

6

7

8

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

㊞1 茅野市豊平 7643 山林 793



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

1 茅野市玉川 1402-1 194 い 52 山林 699 アカマツ 51
公告日より

7日後
6年

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称） （住所又は所在地）

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 22

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

茅野市長　今井  敦

備考

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

1 茅野市玉川 1402-1 194 い 52 山林 699 アカマツ 51 ㊞

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

長野県茅野市塚原二丁目6番1号



1 個別事項

番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢

194 い １ロ カラマツ 69

194 い 2 その他広 78

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

茅野市長　今井  敦 長野県茅野市塚原二丁目6番1号

経営管理権を設定する森林の森林所有者（甲）
（氏名又は名称） （住所又は所在地）

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整理
番号

集22194 25

経営管理権の設定を受ける市町村（乙）
（名称） （所在地）

・乙から甲に対
して金銭の支払
いは行わない。

備考

1 茅野市豊平 7642-13 畑 380
公告日より

7日後
6年

・乙は、存続期間中に
間伐を1回実施するも
のとする。なお、施業
の実施にあたっては表
土流出防止を念頭に、
林内の光環境を改善し
下層植生の繁茂を目指
す。
・乙は火災、病虫害及
び気象害の予防の為、
年1回以上の森林の巡
視を行うものとし、当
該巡視は林道等からの
目視によって判断でき
る限りで行う。

・経営管理権に基づき乙が
実施する間伐の結果生じた
木材の販売による収益は乙
のものとする。ただし、原
則として乙は間伐材の搬
出、販売を行わない。
・乙が経営管理を行うため
に要した経費は乙が負担す
るものとする。

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A)

経営管理権
の始期

経営管理
権の存続
期間（終
期）(B)

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内
容（Ｃ）

木材の販売による収益から
伐採等に要する経費を控除
してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき
金銭（Ｄ）の額の算定方法

乙が甲に（Ｄ）
を支払うべき時
期、相手方及び
方法



番号 所在 地番 林班 小班 施業班 地目
面積

（㎡）
現況樹種 現況林齢 氏名又は名称 権原の種類 同意印

194 い １ロ カラマツ 69

194 い 2 その他広 78

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住所 茅野市長　今井  敦 ㊞

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住所 ㊞

1 茅野市豊平 7642-13 畑 380

乙が経営管理権の設定を受ける森林（A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（E)

備考

住所又は所在地

長野県茅野市塚原二丁目6番1号

㊞


